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附 則  

第 １ 章  総 則  

（ 目 的）  

第 １ 条  こ の 条 例は 、 景 観法 （ 平 成１ ６ 年 法律 第 １ １０ 号 。 以下 「 法 」

と い う 。） の 規 定に 基 づ く景 観 計 画の 策 定 及び 行 為 の規 制 等 並 び に 本

市 に お ける 良 好 な景 観 の 形成 に 関 し必 要 な 事項 を 定 める こ と に よ り 、

地 域 の 特性 を 生 かし た 良 好な 景 観 の形 成 を 総合 的 に 推進 し 、 も っ て 自

然 、 歴 史及 び 暮 らし が 相 まっ て 培 われ た 荒 尾ら し い 景観 を 継 承 し 、 潤

い と 活力の あ る生活 環 境の確 保 に資す る ことを 目 的とす る 。  

（ 定 義）  

第 ２ 条  こ の 条 例に お い て、 次 の 各号 に 掲 げる 用 語 の意 義 は 、当 該 各 号

に 定 めると こ ろによ る 。  

⑴  良 好な 景 観 の形 成  良好 な 景 観を 保 全 、創 造 及 び育 成 す る こ と を

い う 。  

⑵  建 築物 等  建築 基 準 法（ 昭 和 ２５ 年 法 律第 ２ ０ １号 ） 第 ２ 条 第 １

号 に 規 定す る 建 築物 （ 塀 を除 く 。 以下 「 建 築物 」 と いう 。 ） 及 び 建

築 物 以 外の 工 作 物で 規 則 で定 め る もの （ 以 下「 工 作 物」 と い う 。 ）

を い う。  

⑶  景 観形 成 重 点地 区  次の い ず れか に 該 当す る 地 区の う ち 、 本 市 の
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良 好 な 景観 の 形 成上 重 要 な地 区 と して 第 ６ 条の 景 観 計画 で 定 め る 区

域 を いう。  

ア  固有の 景 観資源 を 保全又 は 活用す る 地区  

イ  市の顔 と なる地 区  

ウ  市民の 日 常生活 に 関わり が 深い地 区  

エ  市民又 は 地域住 民 主体の 景 観づく り を目指 す 地区  

オ  ア から エ ま でに 掲 げ るも の の ほか 、 市 長が 良 好 な景 観 の 形 成 上

必 要 と認め る 地区  

⑷  特 定施 設 届 出地 区  建築 物 等 が集 積 し 、又 は 集 積す る と 予 想 さ れ

る 、 良 好な 景 観 の形 成 を 図る 必 要 があ る 幹 線道 路 （ 道路 法 （ 昭 和 ２

７ 年 法 律第 １ ８ ０号 ） 第 ３条 各 号 に規 定 す る道 路 並 びに 都 市 計 画 法

（ 昭 和 ４３ 年 法 律第 １ ０ ０号 ） 第 ４条 第 ６ 項に 規 定 する 都 市 計 画 施

設 で あ る道 路 及 び広 場 を いう 。 ） の沿 道 の 区域 の う ち、 第 ６ 条 の 景

観 計 画で定 め る区域 を いう。  

⑸  特 定 施 設  風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 ２３ 年 法 律第 １ ２ ２号 ） 第 ２条 第 １ 項第 ７ 号 及び 第 ８ 号 並 び

に 同 条 第６ 項 第 ４号 に 規 定す る 営 業を 行 う ため の 施 設、 危 険 物 の 規

制 に 関 する 政 令 （昭 和 ３ ４年 政 令 第３ ０ ６ 号） 第 ３ 条第 １ 号 に 規 定

す る 給 油取 扱 所 （専 ら 自 家用 に 供 する も の を除 く 。 ）、 広 告 塔 及 び

広 告 板 その 他 当 該地 区 の 景観 を 構 成す る 上 で重 要 な 要素 と な る 施 設

及 び 設備で 規 則で定 め るもの を いう。  

⑹  大規模 行 為  次 に 掲げる 行 為をい う 。  

ア  建 築物 で 、 その 高 さ 又は 建 築 面積 が 規 則で 定 め る規 模 を 超 え る

も の の 新 築 、 増 築 （ 増 築 に よ り 新 た に 当 該 規 則 で 定 め る 規 模 を超

え る こ と と な る 場 合 の 当 該 増 築 を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て 同

じ 。 ） 、 改 築 （ 改 築 に よ り 新 た に 当 該 規 則 で 定 め る 規 模 を 超 える

こ と となる 場 合の当 該 改築を 含 む 。以 下 この号 に おいて 同 じ 。）、

移 転 及 び 撤 去 、 外 観 を 変 更 す る こ と と な る 修 繕 若 し く は 模 様 替え

並 び に色彩 の 変更  

イ  工 作物 （ 柵 及び 塀 を 除く 。 ） で、 そ の 高さ （ 工 作物 が 建 築 物 と

一 体 と な っ て 設 置 さ れ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 建 築 物 の 高 さ との

合 計 の 高 さ と す る 。 ） 又 は そ の 敷 地 の 用 に 供 す る 土 地 の 面 積 が規
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則 で 定める 規 模を超 え るもの の 新設、増 築 、改築 、移 転及 び 撤去 、

外 観 を 変 更 す る こ と と な る 修 繕 若 し く は 模 様 替 え 並 び に 色 彩 の変

更  

ウ  柵 及び 塀 で 、高 さ 並 びに 長 さ が規 則 で 定め る 規 模を 超 え る も の

の 新 築 、 増 築 、 改 築 、 移 転 及 び 撤 去 、 外 観 を 変 更 す る こ と と なる

修 繕 又は模 様 替え並 び に色彩 の 変更  

エ  都 市計 画 法 第４ 条 第 １２ 項 に 規定 す る 開発 行 為 で、 そ の 行 為 に

係 る 土 地 の 面 積 が 規 則 で 定 め る 面 積 を 超 え る も の 又 は 高 さ 及 び長

さ が 規則で 定 める規 模 を超え る法
の り

面 若し く は擁壁 を 生ずる も の  

オ  地形の外観の変更を伴う土石の採取又は鉱物の掘採で、その行為

に 係 る 土 地 の 面 積 が 規 則 で 定 め る 面 積 を 超 え る も の 又 は 高 さ 及 び

長さが規則で定める規模を超える法面若しくは擁壁を生ずるもの  

カ  土 地の 形 質 の変 更 （ 土地 の 開 墾及 び 水 面の 埋 立 て又 は 干 拓 を 含

む 。 以 下 同 じ 。 ） で 、 そ の 行 為 に 係 る 土 地 の 面 積 が 規 則 で 定 める

面 積 を 超 え る も の 又 は 高 さ 及 び 長 さ が 規 則 で 定 め る 規 模 を 超 える

法 面 若しく は 擁壁を 生 ずるも の  

キ  屋 外に お け る土 石 、 廃棄 物 （ 廃棄 物 の 処理 及 び 清掃 に 関 す る 法

律 （ 昭 和 ４ ５ 年 法 律 第 １ ３ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 廃 棄物

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 、 再 生 資 源 （ 資 源 の 有 効 な 利 用 の 促 進 に関

す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ４ ８ 号 ） 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 再生

資 源 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） そ の 他 の 物 件 の 堆 積 （ 規 則 で 定 め る堆

積 の 期 間 を 超 え る も の に 限 る 。 ） で 、 そ の 行 為 に 係 る 高 さ 又 は水

平 投 影面積 が 規則で 定 める規 模 を超え る もの  

ク  夜 間に お い て公 衆 の 観覧 に 供 する た め 、規 則 で 定め る 期 間 を 超

え て 建 築 物 等 （ 屋 外 に あ る も の に 限 る 。 ） の 外 観 に つ い て 行 う照

明 （ 以 下 「 特 定 照 明 」 と い う 。 ） で 、 規 則 で 定 め る 規 模 を 超 える

建 築 物 等 に 行 わ れ る 特 定 照 明 の 新 設 、 増 設 、 改 設 又 は 色 彩 等 の照

明 方 法の変 更  

（ 市 の責務 ）  

第 ３ 条  市 は 、 良好 な 景 観の 形 成 に関 す る 基本 的 か つ総 合 的 な施 策 を 策

定 し 、積極 的 に実施 す るよう 努 めるも の とする 。  

２  市 は、 前 項 の規 定 に よる 施 策 の策 定 及 び実 施 に 当た っ て は、 市 民 、
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事 業 者及び 専 門家の 意 見が反 映 される よ う努め る ものと す る。  

３  市 は、 良 好 な景 観 の 形成 に 関 する 啓 発 、知 識 の 普及 及 び 意識 の 高 揚

を 図 るため 、 必要な 施 策を講 ず るよう 努 めるも の とする 。  

（ 市 民の責 務 ）  

第 ４ 条  市 民 は 、自 ら が 良好 な 景 観の 形 成 の主 体 で ある こ と を認 識 し 、

景 観 に 関す る 理 解を 深 め 、良 好 な 景観 の 形 成に 積 極 的に 寄 与 す る よ う

努 め る とと も に 、市 が 実 施す る 良 好な 景 観 の形 成 に 関す る 施 策 に 協 力

す る よう努 め るもの と する。  

（ 事 業者の 責 務）  

第 ５ 条  事 業 者 は、 土 地 利用 等 の 事業 活 動 が良 好 な 景観 の 形 成に 影 響 を

与 え る もの で あ るこ と を 認識 し 、 その 事 業 活動 の 実 施に 当 た っ て は 、

良 好 な 景観 の 形 成に 積 極 的に 寄 与 する よ う 努め る と とも に 、 市 が 実 施

す る 良 好な 景 観 の形 成 に 関す る 施 策に 協 力 する よ う 努め る も のと す る 。 

第 ２ 章  景 観 計画  

第 ６ 条  良 好 な 景観 の 形 成を 総 合 的か つ 計 画的 に 推 進す る た め、 景 観 計

画 （ 法 第８ 条 第 １項 に 規 定す る 景 観計 画 を いう 。 以 下同 じ 。 ） を 定 め

る も のとす る 。  

２  景 観計 画 に は、 次 条 第２ 項 各 号に 掲 げ る行 為 に 係る 良 好 な景 観 の 形

成 の ための 行 為の制 限 に関す る 事項に つ いて定 め ること が できる 。  

第 ３ 章  行 為 の規制 等  

（ 届 出行為 等 ）  

第 ７ 条  法 第 １ ６条 第 １ 項第 ４ 号 の規 定 に より 条 例 で定 め る 行為 は 、 次

に 掲 げる行 為 とする 。  

⑴  景 観形 成 重 点地 区 を 除く 景 観 計画 区 域 （景 観 計 画に お い て 定 め る

景 観 計画の 区 域をい う 。以下 同 じ。） に おける 次 に掲げ る 行為  

ア  土地の 開 墾又は 土 地の形 質 の変更  

イ  土石の 採 取又は 鉱 物の掘 採  

ウ  屋外に お ける土 石 、廃棄 物 、再生 資 源その 他 の物件 の 堆積  

エ  特定照 明  

⑵  景 観形 成 重 点地 区 に おけ る 次 に掲 げ る 行為 の う ち、 当 該 景 観 形 成

重 点 地区の 特 性に応 じ て必要 と 認める も の  
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ア  木竹の 伐 採  

イ  土地の 開 墾又は 土 地の形 質 の変更  

ウ  土石の 採 取又は 鉱 物の掘 採  

エ  屋外に お ける土 石 、廃棄 物 、再生 資 源その 他 の物件 の 堆積  

オ  特定照 明  

２  次 に掲 げ る 行為 を し よう と す る者 は 、 その 旨 を 市長 に 届 け出 な け れ

ば な らない 。  

⑴  景 観形 成 重 点地 区 に おけ る 次 に掲 げ る 行為 の う ち、 当 該 景 観 形 成

重 点 地区の 特 性に応 じ て必要 と 認める も の  

ア  建築物 等 の撤去  

イ  広 告物 （ 屋 外広 告 物 法（ 昭 和 ２４ 年 法 律第 １ ８ ９号 ） 第 ２ 条 第

１ 項 に 規 定 す る 屋 外 広 告 物 及 び こ れ に 類 す る も の で 屋 内 か ら 屋外

の 公 衆に向 け て表示 さ れるも の をいう 。）の 設置 及 び外観 の 変 更 。

た だ し 、 景 観 法 施 行 令 （ 平 成 １ ６ 年 政 令 第 ３ ９ ８ 号 ） 第 １ ０ 条第

４ 号 に該当 す る行為 を 除く。  

⑵  特 定施 設 届 出地 区 に おけ る 特 定施 設 及 び同 一 敷 地内 で こ れ に 附 帯

す る 施 設で そ の 敷地 の 全 部又 は 一 部が 特 定 施設 届 出 地区 に 係 る も の

の 撤 去  

⑶  景観計 画 区域に お ける大 規 模行為 の うち建 築 物等の 撤 去  

３  前 項の 規 定 によ る 届 出を し た 者は 、 当 該届 出 に 係る 事 項 を変 更 し よ

う と すると き は、そ の 旨を市 長 に届け 出 なけれ ば ならな い 。  

４  法 第１ ６ 条 第１ 項 及 び第 ２ 項 並び に 前 ２項 の 規 定に よ る 届出 の 様 式

及 び 届出に 関 する必 要 な図書 に ついて は 、規則 で 定める 。  

５  市長は 、第 ２項 及 び第３ 項 の規定 に よる届 出 があっ た 場合に お い て 、

当 該 届 出に 係 る 行為 が 景 観計 画 に 定め ら れ た当 該 行 為に つ い て の 制 限

に 適 合 しな い と 認め る と きは 、 当 該届 出 を した 者 に 対し 、 規 則 で 定 め

る と こ ろに よ り 、設 計 の 変更 そ の 他の 必 要 な措 置 を とる よ う 勧 告 す る

こ と ができ る 。  

６  前 項の 規 定 によ る 勧 告は 、 第 ２項 又 は 第３ 項 の 規定 に よ る届 出 が あ

っ た 日から ３ ０日以 内 にしな け ればな ら ない。  

（ 国 等の特 例 ）  

第 ８ 条  国 の 機関、地 方公共 団 体又は 規 則で定 め る公共 的 団体（ 以 下「 国
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等 」 と いう 。 ） が行 う 行 為に つ い ては 、 前 条第 ２ 項 及び 第 ３ 項 の 規 定

に よ る届出 を するこ と を要し な い。  

（ 適 用除外 ）  

第 ９ 条  法 第 １ ６条 第 ７ 項第 １ １ 号の 条 例 で定 め る 行為 は 、 次に 掲 げ る

行 為 とする 。  

⑴  次に掲 げ る地区 又 は区域 の 区分に 応 じ、そ れ ぞれ次 に 定める 行 為  

ア  景 観形 成 重 点地 区  法第 １ ６ 条第 １ 項 第１ 号 か ら第 ３ 号 ま で 又

は 第 ７ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 行 為 で あ っ て 、 規 則 で 定 め る規

模 又 は態様 で あるも の  

イ  特定施 設 届出地 区  次に 掲 げる行 為  

(ｱ )  法 第 １ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 規 定 す る 行 為 の う ち 特

定 施 設に係 る もので あ って、 規 則で定 め る規模 で あるも の  

(ｲ )  法 第 １ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 若 し く は 第 ２ 号 に 規 定 す る 行 為 （ 特

定 施 設 に 係 る 行 為 で な い も の に 限 る 。 ） 又 は 同 項 第 ３ 号 若 し く

は 第 ７ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 行 為 の う ち 、 大 規 模 行 為 に 該

当 し ないも の  

ウ  景観形成重点地区及び特定施設届出地区を除く景観計画区域 法

第１６条第１項第１号から第３号まで又は第７条第１項第１号に規

定する行為のうち、大規模行為に該当しないもの  

⑵  法 第１ ６ 条 第２ 項 の 規定 に よ り届 出 が 必要 な 行 為の う ち 、 同 条 第

３ 項 の 規定 に よ る勧 告 に 基づ く も の又 は 法 第１ ７ 条 第１ 項 の 規 定 に

よ る 命令に 基 づくも の  

⑶  前 ２号 に 掲 げる も の のほ か 、 通常 の 管 理行 為 、 軽易 な 行 為 そ の 他

の 行 為で規 則 で定め る もの  

２  次に掲 げ る行為 は 、第７ 条 第２項 の 規定に よ る届出 を 要しな い 。  

⑴  第７条第２項に規定する行為のうち、規則で定める規模であるもの  

⑵  第 ７条 第 ３ 項の 規 定 によ り 届 出が 必 要 な行 為 の うち 、 同 条 第 ５ 項

の 規 定によ る 勧告に 基 づくも の  

⑶  前 ２号 に 掲 げる も の のほ か 、 通常 の 管 理行 為 、 軽易 な 行 為 そ の 他

の 行 為で規 則 で定め る もの  

（ 特 定届出 対 象行為 ）  

第 １ ０ 条  法 第 １７ 条 第 １項 の 条 例で 定 め る行 為 は 、法 第 １ ６条 第 １ 項
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第 １ 号及び 第 ２号に 掲 げる行 為 とする 。  

（ 協 議）  

第 １ １ 条  市 長 は、 法 第 １６ 条 第 １項 第 ２ 号又 は 第 ７条 第 ２ 項第 １ 号 イ

本 文 に 定め る 行 為で あ っ て、 景 観 法施 行 令 第１ ０ 条 第４ 号 に 該 当 す る

行 為 を しよ う と する 者 に 対し 、 景 観計 画 に 定め ら れ た当 該 行 為 に つ い

て の 制限と の 適合性 に ついて 協 議を求 め ること が できる 。  

第 ４ 章  公 共 事業等 に おける 景 観形成  

（ 公 共事業 等 景観形 成 指針）  

第 １ ２ 条  市 長 は、 公 共 事業 、 公 共施 設 の 建築 等 で 市域 の 良 好な 景 観 の

形 成 に 著し い 影 響を 及 ぼ すも の （ 以下 「 公 共事 業 等 」と い う 。 ） に つ

い て 良好な 景 観の形 成 のため の 指針（ 以 下「公 共 事業等 景 観形成 指 針 」

と い う。） を 定める も のとす る 。  

（ 公 共事業 等 景観形 成 指針の 遵 守等）  

第 １ ３ 条  市 は 、公 共 事 業等 を 行 うと き は 、公 共 事 業等 景 観 形成 指 針 を

遵 守 するも の とする 。  

２  市 長は 、 国 等が 公 共 事業 等 を 行う と き は、 公 共 事業 等 景 観形 成 指 針

に 配 慮する よ う要請 す ること が できる 。  

第 ５ 章  景 観 重要建 造 物及び 景 観重要 樹 木  

（ 景 観重要 建 造物の 管 理の方 法 の基準 ）  

第 １ ４ 条  法 第 ２５ 条 第 ２項 に 規 定す る 条 例で 定 め る景 観 重 要建 造 物 の

管 理 の方法 の 基準は 、 次に掲 げ るとお り とする 。  

⑴  景 観重 要 建 造物 の 外 観に 係 る 腐食 及 び 劣化 の 防 止そ の 他 管 理 上 必

要 な 修繕は 、 速やか に 行うこ と 。  

⑵  景 観重 要 建 造物 の 滅 失又 は 毀 損を 防 ぐ ため 、 消 火器 の 設 置 そ の 他

必 要 な防災 上 の措置 を 講ずる こ と。  

⑶  前 ２号 に 掲 げる も の のほ か 、 景観 重 要 建造 物 の 良好 な 景 観 の 保 全

の た めに必 要 と認め る 措置を 講 ずるこ と 。  

（ 景 観重要 樹 木の管 理 の方法 の 基準）  

第 １ ５ 条  法 第 ３３ 条 第 ２項 に 規 定す る 条 例で 定 め る景 観 重 要樹 木 の 管

理 の 方法の 基 準は、 次 に掲げ る とおり と する。  

⑴  景 観重 要 樹 木の 滅 失 、枯 死 等 を防 ぐ た め、 病 害 虫の 予 防 、 駆 除 そ
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の 他 必要な 措 置を講 ず ること 。  

⑵  景 観重 要 樹 木の 良 好 な景 観 を 保全 す る ため 、 せ ん定 そ の 他 必 要 な

管 理 を行う こ と。  

⑶  前 ２号 に 掲 げる も の のほ か 、 景観 重 要 樹木 の 良 好な 景 観 の 保 全 の

た め に必要 と 認める 措 置を講 ず ること 。  

第 ６ 章  市 民 等の景 観 形成活 動  

（ 景 観形成 住 民団体 ）  

第 １ ６ 条  市 長 は、 地 域 の良 好 な 景観 の 形 成に 関 す る活 動 を 目的 と し 、

現 に そ の活 動 を 行っ て い る住 民 の 団体 で あ って 規 則 で定 め る 要 件 を 満

た す も のを 法 第 １１ 条 第 ２項 の 条 例で 定 め る団 体 （ 以下 「 景 観 形 成 住

民 団 体」と い う。） と して認 定 するこ と ができ る 。  

２  前 項の 規 定 によ る 認 定を 受 け よう と す る団 体 は 、市 長 に 申請 し な け

れ ば ならな い 。  

３  市 長は 、 景 観形 成 住 民団 体 が 認定 の 要 件に 該 当 しな く な った と 認 め

る と きは、 当 該認定 を 取り消 す ものと す る。  

（ 特 定事業 者 との景 観 形成協 定 ）  

第 １ ７ 条  市 長 は、 市 域 の良 好 な 景観 の 形 成を 図 る 上で 必 要 があ る と 認

め る と きは 、 そ の事 業 に 係る 一 団 の土 地 の 面積 が 規 則で 定 め る 面 積 を

超 え る 事業 （ 以 下「 特 定 事業 」 と いう 。 ） を営 み 、 又は 営 も う と す る

者 （ 国 等を 除 く 。） と 良 好な 景 観 の形 成 に 関す る 協 定を 締 結 す る こ と

が で きる。  

２  前 項の 協 定 には 、 次 に掲 げ る 事項 の う ち必 要 な 事項 を 定 める も の と

す る 。  

⑴  協定の 名 称及び 目 的並び に 協定の 対 象とな る 区域に 関 する事 項  

⑵  建築物 等 の位置 及 び外観 並 びに敷 地 の緑化 に 関する 事 項  

⑶  駐車場 等 附帯施 設 の位置 及 び外観 並 びに敷 地 の緑化 に 関する 事 項  

⑷  協定の 有 効期間 に 関する 事 項  

⑸  協定の 廃 止又は 変 更の手 続 に関す る 事項  

⑹  前 各号 に 掲 げる も の のほ か 、 協定 の 対 象と な る 区域 の 良 好 な 景 観

の 形 成に関 し 必要な 事 項  

３  市 長は 、 第 １項 の 協 定を 締 結 した と き は、 そ の 内容 を 公 表す る も の
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と す る。  

（ 景 観形成 住 民協定 の 認定）  

第 １ ８ 条  景 観 計画 区 域 にお け る 土地 （ 道 路、 河 川 、公 園 そ の他 公 共 の

用 に 供 する 土 地 を除 く 。 ）若 し く は建 築 物 等を 所 有 し、 又 は 管 理 す る

者 （ 国 等を 除 く 。） は 、 一定 の 区 域を 定 め 、当 該 区 域の 特 性 に 応 じ た

良 好 な 景観 の 形 成を 図 る ため 、 良 好な 景 観 の形 成 に 関す る 協 定 （ 以 下

「 景 観 形成 住 民 協定 」 と いう 。 ） を締 結 し 、市 長 に その 認 定 を 申 請 す

る こ とがで き る。  

２  景 観形 成 住 民協 定 に は、 前 条 第２ 項 各 号に 掲 げ る事 項 の うち 必 要 な

事 項 を定め る ものと す る。  

３  市長は 、第 １項 の 規定に よ る景観 形 成住民 協 定の認 定 の申請 内 容 が 、

規 則 で 定め る と ころ に よ り、 良 好 な景 観 の 形成 に 資 する と 認 め る と き

は 、 当該景 観 形成住 民 協定の 認 定をす る ことが で きる。  

４  市 長は 、 前 項の 規 定 によ り 景 観形 成 住 民協 定 の 認定 を し たと き は 、

そ の 内容を 公 表する も のとす る 。  

（ 景 観形成 住 民協定 の 変更）  

第 １ ９ 条  前 条 第３ 項 の 認定 を 受 けた 景 観 形成 住 民 協定 を 変 更し よ う と

す る と きは 、 市 長の 認 定 を受 け な けれ ば な らな い 。 ただ し 、 規 則 で 定

め る 軽微な 変 更につ い ては、 こ の限り で ない。  

２  前条第 ３ 項及び 第 ４項の 規 定は、前 項 本文 の 認定に つ いて準 用 す る 。 

（ 景 観形成 住 民協定 の 廃止）  

第 ２ ０ 条  第１８条第３項の認定を受けた景観形成住民協定を廃止した

ときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。  

２  市 長は 、 前 項の 規 定 によ る 届 出が あ っ たと き は 、そ の 旨 を公 表 す る

も の とする 。  

第 ７ 章  支 援 等  

（ 支 援）  

第 ２ １ 条  市 は 、良 好 な 景観 の 形 成の た め に必 要 な 措置 を 講 ずる 次 に 掲

げ る も のに 対 し 、必 要 な 情報 の 提 供、 専 門 的知 識 を 有す る 者 の 派 遣 若

し く は 必要 な 技 術的 支 援 を行 い 、 又は 予 算 の範 囲 内 にお い て 、 当 該 措

置 の ために 必 要な経 費 の一部 を 助成す る ことが で きる。  



10 

⑴  第１６ 条 第１項 の 認定を 受 けた景 観 形成住 民 団体が 行 う活動  

⑵  第１７ 条 第１項 の 協定を 締 結した 特 定事業 を 営む者 が 行う活 動  

⑶  第１８ 条 第３項 の 認定を 受 けた景 観 形成住 民 協定に 基 づく活 動  

⑷  法第１ ９ 条第１ 項 の規定 に より指 定 した景 観 重要建 造 物の保 全  

⑸  法第２ ８ 条第１ 項 の規定 に より指 定 した景 観 重要樹 木 の保全  

⑹  前各号 に 掲げる も ののほ か 、市長 が 必要と 認 めるも の  

（ 表 彰）  

第 ２ ２ 条  市 長 は、 良 好 な景 観 の 形成 に 寄 与し て い ると 認 め る建 築 物 等

に つ いて、 そ の所有 者 、設計 者 、施工 者 等を表 彰 するこ と ができ る 。  

２  前 項に 掲 げ るも の の ほか 、 市 長は 、 良 好な 景 観 の形 成 に 貢献 し て い

る と 認める 個 人又は 団 体を表 彰 するこ と ができ る 。  

第 ８ 章  荒 尾 市景観 審 議会  

第 ２ ３ 条  良 好 な景 観 の 形成 に 関 する 重 要 事項 に つ いて 調 査 審議 す る た

め 、 荒尾市 景 観審議 会 （以下 「 審議会 」 という 。 ）を置 く 。  

２  審議会 は 、市長 の 諮問に 応 じ、次 に 掲げる 事 項を調 査 審議す る 。  

⑴  景観計 画 の変更  

⑵  法 第１ ６ 条 第１ 項 及 び第 ２ 項 の規 定 に よる 届 出 並び に 同 条 第 ５ 項

の 規 定によ る 通知に 関 する審 査  

⑶  法第１ ６ 条第３ 項 の規定 に よる勧 告  

⑷  法第１ ７ 条の規 定 による 命 令  

⑸  法第１ ９ 条第１ 項 及び法 第 ２８条 第 １項の 規 定によ る 指定  

⑹  前 各号 に 掲 げる も の のほ か 、 市長 が 必 要と 認 め る良 好 な 景 観 の 形

成 に 関する 重 要事項  

３  審 議会 は 、 良好 な 景 観の 形 成 に関 す る 事項 に つ いて 、 市 長に 意 見 を

述 べ ること が できる 。  

４  審 議会 の 組 織、 委 員 その 他 審 議会 に 関 し必 要 な 事項 に つ いて は 、 規

則 で 定める 。  

第 ９ 章  雑 則  

（ 委 任）  

第 ２ ４ 条  こ の 条例 に 定 める も の のほ か 、 この 条 例 の施 行 に 関し 必 要 な

事 項 は、規 則 で定め る 。  
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附  則  

（ 施 行期日 ）  

１  この条 例 は、平 成 ２５年 ８ 月１日 か ら施行 す る。  

（ 経 過措置 ）  

２  こ の条 例 の 施行 の 日 （以 下 「 施行 日 」 とい う 。 ）前 に 、 熊本 県 景 観

条 例 （ 昭和 ６ ２ 年熊 本 県 条例 第 ７ 号） の 規 定に よ り なさ れ た 処 分 、 手

続 そ の他の 行 為は、この 条例 の 相当規 定 により な された も のとみ な す 。 

３  施 行日 以 後 にお い て 、第 ６ 条 の景 観 計 画を 定 め るま で の 間は 、 熊 本

県 景 観 条例 に 基 づき 策 定 され た 景 観計 画 は 、第 ６ 条 の規 定 に よ り 定 め

た 景 観計画 と みなす 。  


